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概要 
特殊詐欺とは、被害者に対面することなく信頼させ、不特定多数の者から現金等をだま

し取る犯罪の総称である。2022 年は被害額、件数ともに前年より増加しており、特に高齢

女性の被害が多いことが特徴である。一方、地域住民からの情報提供や相談は、警察によ

る加害者の検挙可能性を高め、地域社会に共有されることで地域の詐欺被害の防犯力の向

上につながる。本調査では、高齢者を中心に特殊詐欺等の消費者被害が発生している実態

を踏まえ、徳島県警察及び徳島県の協力も得て、特殊詐欺等の消費者被害経験者、被害未

経験者、被害届提出者、看破者に分けて、特に被害届提出者の被害状況や心理・行動特性

について分析するとともに、消費者被害の未然防止に向けた、より効果的な情報発信方法

を検討することを目的とした。 

調査対象者は徳島県運転免許センターや県シルバー大学校等にて調査協力が得られた消

費者被害経験者 17 名、被害未経験者 389 名、徳島県警察と徳島県消費者情報センターに

て調査協力が得られた消費者被害の被害届提出者 43 名、看破者 44 名である。この 5 年の

消費者被害未遂経験の頻度は被害経験者の方が被害未経験者に比べて多かったものの、被

害届提出者と看破者とでは差がみられなかった。被害状況については、相手が名乗った身

分、最初の接触方法、相手からの説明内容については、被害届提出者と看破者で統計的に

有意な差はみられなかった。ただし、被害届提出者は看破者と比較して、固定電話の防犯

機能がない者は多い傾向があり、相手との最初の接触に対してメールを送信している割合

が多かった。また、犯人からの要求に応答した理由としては、被害届提出者は看破者と比

較して、一時的に支払いをする場合も含め最終的に自分にとって利益があるといった利益

追求の動機づけが強い傾向があった。さらに、被害届提出者は看破者と比較して、詐欺の

手口を知らないという回答が多くみられた。詐欺脆弱特性（詐欺に遭いやすい特性）は、

被害届提出者の方が看破者に比べて高いが、被害経験者と被害未経験者では統計的に有意
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な差はみられなかった。楽観性バイアス（他者に比べて自分が被害に遭う確率を低く推定

する傾向が強い）と自己効力感（ある状況で自分が目標を遂行できるかどうかの認識）

は、被害届提出者と看破者で統計的に有意な差はみられなかったが、被害経験者の方が被

害未経験者に比べて高い傾向がみられた。また、情報提供・相談のデメリットは、被害届

提出者の方が看破者よりも高いことが明らかになった。被害届を提出した後でも、次は大

丈夫という自信を持ちやすく詐欺脆弱特性は低くなりにくいことから、個人に対策を任せ

ておくのは二次被害に繋がりかねない。被害届提出者の被害状況の特徴から、被害を未然

に防ぐため、犯人が接触してきた時を想定して、固定電話も含めて SNS やメールの防犯機

能の周知と設置の徹底とともに、メール等自分と相手以外の人物以外が介在しにくい連絡

手段で見知らぬ人と接触することを避けることを広報する必要性を示唆する。さらに、利

益が得られそうな誘いの断り方や第三者に相談する際の具体的な方法を練習する機会を提

供し、接触しても咄嗟に対応できる必要性を示唆する。地域の被害拡大を未然に防ぐた

め、未遂や被害経験の情報提供や相談のデメリットの認識を改めるような広報をする必要

性を示唆する。 
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1. 研究の背景と目的 

「特殊詐欺」とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した

預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪

の総称であり（警察庁、2015）、深刻な社会問題となっている。徳島県においては、2022 年

11 月末時点において被害額 6,528 万円（前年同期比 340 万円減少)、被害件数 30 件（前年同

期比 4 件減少）と被害額･件数とも減少しているが（徳島県庁、2022）、前年には見られなか

ったキャッシュカード詐欺盗の被害が 2 件発生し 789 万円の被害が発生するなど（徳島新

聞、2022）依然として警戒を要する状況にある。 

警察庁によると、暫定値ではあるが 2022 年 1 月から 11 月の全国の特殊詐欺被害額は約

316 億円と昨年 1 年間の被害総額（約 282 億円）を上回っている。同様に、被害件数につい

ても 15,597 件と昨年 1 年間の件数（14,498 件）を上回っており、被害が拡大している現状

が見て取れる（読売新聞、2022）。 

また、被害に遭っても被害額が少額であったり、被害に遭ったことを知られたくないとい

った理由で警察へ被害届を出さない方も一定数存在する。法務省の第 5 回犯罪被害実態（暗

数）調査によると、「振込め詐欺の被害に遭った」と回答した方の 56.3%、「消費者詐欺 1に

遭った」と回答した方の 80.0%が捜査機関への届出をしていないと回答している。このため

実際には警察等から公表されている数字以上に消費者被害が発生していると考えられるた

め、被害の実態把握を行う際には警察等に認知されていない件数（暗数）に留意しつつ調査

を進めることが必要である。なお、本研究では、特殊詐欺と消費者トラブルを併せたものを

消費者被害と定義している。特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することな

く信頼させ、指定した預貯金口座への振込みなどにより、不特定多数のものから現金などを

だまし取る犯罪とし、消費者トラブルとは、消費者が商品やサービスを購入する時に不正な

契約をさせられたり、注文したものと価格や品質が違うものが届いたりするなど、消費者に

被害が生じることとする。 

こうした実態を踏まえ、消費者庁新未来創造戦略本部では、被害を受ける側の心理社会的

特徴に関して調査及び分析を行い、消費者被害の未然防止に向けた、より効果的な情報発信

に関する政策研究「特殊詐欺等の消費者被害における心理・行動特性に関する研究」を徳島

県警察及び徳島県の協力を得て実施している。本研究は、自己は他者に比べてネガティブな

事象が起きにくいと考える楽観性バイアスに着目し、消費者被害経験者は未経験者と比べ

て楽観性バイアスが高いという仮説に基づき、被害に遭いやすい人の特徴や傾向を明らか

にすることを目的としている。更に、そういった特徴や傾向を明らかにすることで、被害防

止に向けた効果的な周知活動や情報発信方法を検討するとともに、消費者被害に関する情

報について当事者だけではなくその地域に住む方からの情報提供を促すような啓発手法に

                                                      
1 当該調査においては、商品やサービスの質や量についてだまされた、代金を支払ったのに商

品が届かない、あるいは、違う商品が届いた、商品を発送したのに代金の支払いがないなど、

実際にあった損失のことを「消費者詐欺」としている。 
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ついても検討を行っている。調査手法については、消費者被害に関する調査票を作成し広く

一般消費者等へアンケート調査を実施することで前述の暗数についても把握を試みた。 

 こうした特殊詐欺等の消費者被害についての先行研究としては、詐欺脆弱特性尺度を用

いた特殊詐欺の遭いやすさに関する心理行動特性についての研究（Ueno et al.,2021,2022）や

楽観性バイアスが窃盗などの財産犯の犯罪被害リスクを高めるといった報告（島田、2010）

等があるが、楽観性バイアスと消費者被害との関連性については明らかになされていない。

詐欺被害の遭いやすさについては、ある状況において自分が目標を遂行できるかどうかの

認識（自己効力感）が高いと女性において詐欺被害に遭う可能性が高いといった報告（渡部・

澁谷、2011）があるが、消費者被害経験と関連がみられないといった報告（上野ら、2022）

もある。 

研究成果の中間報告として、令和 4 年 11 月にプログレッシブ・レポート（上野ら、2022）

を当庁 HP で公表した。本レポートでは、とくしま生協組合員を調査対象として消費者被害

に関するアンケートを実施した際の結果をまとめた。本調査の結果から、特殊詐欺等の消費

者被害に遭った経験がある方は経験のない方に比べて楽観性バイアスが強い傾向がみられ

た。つまり、他者に比べて自分が被害に遭う確率を低く見積もる傾向が強い人ほど、消費者

被害に遭った経験があるという結果が得られた。また、回答者の属性と、警察や行政に情報

提供あるいは相談することへのメリットやデメリットの認識との関連性には特徴がみられ、

男性の方や独居の方、外出頻度が少ない方に向けて情報提供のメリット（情報提供すること

で犯人逮捕に繋がる、被害を減らせる等）を積極的に広報し、情報提供を促す必要性も示唆

された。一方で、調査の結果から有効回答者の 2.2%が過去 5 年間において消費者被害の経

験があると回答しており、被害に遭った方とそれ以外の方を比較した分析や情報提供や相

談のメリットを高く認知することが情報提供を行うといった実際の行動に結び付くかとい

った検証等については今後に検討余地を残した。 

本稿では、プログレッシブ・レポートと同様の調査票を用いて、令和 3 年度に運転免許セ

ンター等にて 501 名から得られた回答をもとに分析を行った。更に、徳島県警察に相談を仰

ぎながら既存の調査票の項目に被害の手口等についての設問（問 12～問 14）を追加し、警

察署や徳島県消費者情報センターに被害相談や情報提供に来られた方へ調査を実施した。

今回の調査では、実際に警察署へ被害届を提出した方や警察署や徳島県消費者情報センタ

ーへ消費者トラブルの相談に来た方に調査票に回答いただくことで、消費者被害経験者と

それ以外の方、あるいは被害届提出者と詐欺を見破った方（看破者）を比較･分析し、その

特徴や傾向を明らかにすることを目的とした。得られた調査結果について以下に報告する。 
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2. 調査概要 

2-1. 調査対象者 

本調査の実施フィールドである徳島県は、人口約 72 万人、世帯数約 30 万世帯であ

り、65 歳以上の高齢者の割合は 34.2%、平均年齢は 50.7 歳（男性 48.6 歳、女性 52.5 

歳）である（総務省統計局、2021）。 

調査対象となる協力者への依頼については、徳島県警察及び徳島県の協力のもと行っ

た。対象は、一般消費者として、運転免許センターを訪れた方や県シルバー大学校等の受

講者、被害届提出者・看破者として、徳島県内の警察署及び徳島県消費生活センターを訪

れた方とした。本研究で用いた調査データの収集においては、全ての調査対象者に調査研

究内容を説明した用紙を配布した上で、調査への協力については任意であること、いかな

る理由においても不利益を被ることがないことを説明した。以上を踏まえた上で、自筆で

の回答が可能である方、本人の自由意思による研究参加への同意が得られた方を調査対象

者とした。 

 

2-2. 調査項目 

調査項目については、既報（上野ら、2022）の設問に加え、徳島県警察にも相談を仰ぎ

ながら消費者被害の被害届提出者あるいは看破者向けに問 12～14 を用意した（表 1）。問

12～14 では、消費者被害の手口や被害状況、見破った状況について、面談者が同席のもと

適宜補足説明を行いながらアンケートへ回答する形式をとった。 

問 12 の被害の手口は、相手はどのような身分を名乗ったか、どのように接触してきた

か、相手の接触に対してどのように対応したか等について、複数の選択肢から回答を求め

た。問 13 の被害状況は、犯人 2からの要求に反応した理由等について、選択式で回答を求

めた。問 14 の見破った状況は、犯人の説明が嘘だと見破った理由、見破った人について

選択式で回答を求めた。（調査票については、巻末の付録を参照）。 

アンケート調査については回答者の負担を考慮し、問 14 まで 20 分程度で回答できる内

容とした。 

 

  

                                                      
2 本稿においては、刑が確定した者のみならず、消費者被害に結び付く行為を行った相手方の

ことを指す。 
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表 1 調査項目 

設問番号 対象者 調査項目 

問 1 

回答者全員 

年齢 

問 2 性別 

問 3 最終学歴 

問 4 居住形態 

問 5 外出頻度 

問 6 消費者被害経験 

問 7 
楽観性バイアス 

問 8 

問 9 自己効力感 

問 10 情報提供・相談の認知 

問 11 詐欺脆弱特性尺度 

問 12 
被害届提出者及び 

看破者のみ 

被害の手口について 

問 13 被害届提出者の気づき（被害状況） 

問 14 看破者の気づき（見破った状況） 

 

 

2-3. 調査方法 

調査の概要を表 2-1、2-2 に示す。一般消費者（問 1～問 11）を対象とした調査を徳島県

運転免許センターや県シルバー大学校等にて実施し、計 501 人から回答を得た。調査に当

たっては、運転免許センターや講演会場等へ訪問し免許更新に来られた方や講演出席者等

に直接回答を依頼した。調査実施期間については、2021 年 11 月から 2022 年 7 月までであ

る（表 2-1）。 

被害届提出者・看破者（問 1～問 14）への調査は徳島県内の警察署にて 87 人、徳島県

消費生活センターにて 4 人の計 91 人から回答を得た。実際に被害に遭われて警察署を訪

れた被害届提出者や、詐欺に気付いたり不審な電話があった等の相談や情報提供を行った

看破者を対象として調査を実施した。調査実施期間は 2021 年 11 月から 2022 年 7 月までで

あった（表 2-2）。 

回収された調査票のうち本研究の参加に同意し、かつ 1 問以上回答のあったものは一般

消費者が 492 部、被害届提出者･看破者が 88 部であった。一般消費者へ実施したものにつ

いては、不正回答がある調査票や、問 4（居住形態）において、「一人暮らし」と「親と同

居」両方にチェックがある等矛盾した回答のある調査票を分析の対象外とし、最終的なサ

ンプルサイズは 406 となった（表 3-1）。 

一方、被害届提出者・看破者を対象に実施したものについては、そのどちらに該当する

者の回答なのか不明であるものが 1 部あった。また、一般消費者分と同様に、不正回答や
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矛盾した回答がある調査票を分析の対象外とすると、サンプル数が少なくなってしまうた

め、無回答や不正回答については欠損値を回帰で予測をして割り当て補正を行うか、不明

のまま分析した。最終的なサンプルサイズについては、被害届提出者分が 43、看破者分が

44、合計 87 となった（表 3-2）。 

 

表 2-1 調査の概要（一般消費者） 

【調査実施日】 

県運転免許センター：2021 年 11 月 30 日、2021 年 12 月 17 日、2021 年 12 月 21 日、

2022 年 1 月 26 日、2022 年 1 月 31 日、2022 年 3 月 15 日 

県シルバー大学校 ：2021 年 12 月 6 日、2022 年 7 月 16 日 

ボランティア講座受講者：2022 年 1 月 17 日 

くらしのサポーター･消費者コーディネーター交流会：2022 年 1 月 28 日 

※調査票回収については運転免許センター実施分については未来本部職員が回収、そ

れ以外については徳島県が回収したものを未来本部が後日受領。 

【調査対象者】 

一般消費者（被害未経験者・被害経験者） 

【調査方法】 

無記名・選択式質問紙調査 

【調査項目】 

年齢、性別等の基本的な属性のほか、外出頻度、消費者被害経験、詐欺脆弱特性尺度

等消費者の心理・行動特性を問う項目 

【対象データ】 

調査依頼数：501 人 

有効回答者数：406 人 

有効回答率：81.0% 

 

表 2-2 調査の概要（被害届提出者・看破者） 

【調査期間】 

2021 年 11 月～2022 年 7 月 

【調査対象者】 

被害届提出者･看破者 

（警察に被害届を提出した方や、警察や消費生活センターに不審な電話があった

等の相談をした方） 

※調査票回収について、県警実施分は県警より受領、消費生活センター実施分に

ついては徳島県が回収したものを未来本部が後日受領。 
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【調査方法】 

無記名・選択式質問紙調査 

【調査項目】 

年齢、性別等の基本的な属性のほか、外出頻度、消費者被害経験、詐欺脆弱特性尺

度等消費者の心理・行動特性を問う項目に加え消費者被害の手口や被害状況、詐欺

と見破った状況を問う項目を追加 

【対象データ】 

調査依頼数：91 人 

有効回答者数：87 人 

有効回答率：95.6% 

 

表 3-1 分析データ（一般消費者；問 1～問 11） 

対象者数 備考 

調査依頼数 501  

回答者数 492 調査への同意があり、1 問でも回答のあった調査票 

 86 

 

(1) 不正回答と推測される問※を含むもの 

（※問 4（居住形態）において、「一人暮らし」と

「親と同居」両方にチェックがあるもの等） 

除外対象データ 86 (1)に該当 

分析対象データ 406 回答者数から除外対象データを減じたもの 

 

表 3-2 分析データ（被害届提出者・看破者；問 1～問 14） 

対象者数 備考 

調査依頼数 91  

回答者数 88 調査への同意があり、1 問でも回答のあった調査票 

 1 (2) 被害届提出者・看破者のどちらの者の回答なのか不

明なもの 

ただし、欠損値については、完全にランダムな欠損値

（Little の MCAR 検定；χ2 (150) = 68.76，p = 0.99）で

あったため、尺度の欠損値数が 50%未満の場合、その

点における線型トレンドにより置換した。また、尺度

の欠損値数が 50%以上の場合や設問が 1 つで欠損の場

合は対象者自体は除外せず、ペアワイズ除去法を用い

て、その尺度や設問の回答は不明とした。 

除外対象データ 1 (2)に該当 

分析対象データ 87 回答者数から除外対象データを減じたもの 
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 2-4. 解析方法 

一般消費者のうち、過去 5 年間の消費者被害経験について「なし」と回答した者を被害未

経験者群とし、「あり」と回答した者を被害経験者群とした。なお、被害経験ありと回答し

た者は、被害届を提出したかの判別が困難なため被害届提出者群には含めずに、被害経験者

群として解析を行った。調査項目について、被害未経験者群と被害経験者群もしくは被害届

提出者群と看破者群において、それぞれの変数ごとの頻度や代表値の差を明らかにする。 

具体的な検定については以下の通りである。被害未経験者群と被害経験者を独立変数と

し、性別と居住形態を従属変数にしたχ2 検定を行った。また、各群を独立変数とし、最終

学歴と外出頻度を従属変数にしたマンホイットニーの U 検定を行った。さらに、各群を独

立変数とし、年齢、情報提供・相談の有無、自己効力感、楽観性バイアス、詐欺脆弱特性尺

度のそれぞれを従属変数にした一元配置参加者間分散分析を行った。被害届提出者群と看

破者群についても、被害未経験者群と被害経験者群と同様に各変数を従属変数とした有意

差検定を行った。また、被害届提出者と看破者の被害状況については、被害届提出者群と看

破者群を独立変数に、問 12、問 13、問 14 の回答頻度を従属変数にしたχ2 検定を行った。 

 

3. 結果 

3-1. 調査回答者の属性 

本稿の分析で使用する回答者の属性は、年齢、性別、最終学歴、居住形態である。被害

未経験者及び被害経験者と、被害届提出者及び看破者に分けてそれぞれ記載する。 

 

被害未経験者・被害経験者 被害未経験者と被害経験者における各変数の代表値につい

ては、表 4 の通りである。 

一般消費者の平均年齢は 51.14 歳（標準偏差 21.40、最年少 18 歳、最高齢 87 歳）であ

り、徳島県の平均年齢とほぼ同値である。性別は、男性が 53.7%、女性が 45.8%であっ

た。最終学歴は、「高等学校」を選択した回答者が最も多く、47.8%であった。居住形態

は複数選択可の設問であるが、「夫婦・パートナーと同居」を選択した回答者が最も多

く、52.5%であった。「一人暮らし」は全体の 15.0%を占めていた。 

「過去 5 年間で消費者被害にあったことがある」と回答した者の割合は 406 人中 17 人

と全体の 4.2%であり、当該該当者を被害経験者とした。被害経験者の平均年齢は 59.76 歳

（標準偏差 17.47、最年少 18 歳、最高齢 79 歳）、性別は男性が 47.1%、女性が 52.9%であ

った。最終学歴は「高等学校」を選択した回答者が最も多く、58.82%であった。 

一方、「過去 5 年間で消費者被害にあったことがない」と回答した者を被害未経験者と

した。被害未経験者の平均年齢 50.76 歳（標準偏差 21.50、最年少 18 歳、最高齢 87 歳）で

あり、性別は男性が 54.0%、女性が 45.5%であった。最終学歴は「高等学校」を選択した

回答者が最も多く、47.3%であった。 
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 年齢は、被害経験者の方が被害未経験者に比べて高い傾向がみられた（F(1, 405) = 2.90, 

p = .090, η2 = .01）。性別は、両者に統計的に有意な差はみられなかった（χ2(2) = 0.43, p 

= .807, φ = .03）。最終学歴も同様に、統計的に有意な差はみられなかった（U = 2840, p 

= .291, r = −.05）。居住形態は、各群の頻度に差はみられなかった（χ2(1) = 0.15, p = .701, 

φ = .02）。外出頻度は、被害経験者の方が被害未経験者に比べて多い傾向がみられた（U 

= 2723.5, p = .090, r = −.08）。 

被害未経験者において、この 5 年の消費者被害未遂経験のあった者は 60 名、なかった

者は 329 名であった。消費者被害未遂経験のあった 60 名のうち、相手からの接触方法と

しては、「携帯電話」が 29 名、「固定電話」が 18 名、「居宅訪問」が 13 名、「SNS」が 8

名、「PC 画面に表示」が 4 名、「PC メール」が 3 名、「WEB サイト」が 1 名、「封書」が 3

名、「ハガキ」が 8 名、「その他」が 2 名（「ネットで購入した物が違うものが届いた」、

「敷金の返還」）であった。 

被害経験者において、この 5 年の消費者被害未遂経験のあった者は 14 名、なかった者

は 3 名であった。相手からの接触方法としては、「携帯電話」が 6 名、「居宅訪問」が 6

名、「固定電話」が 4 名、「SNS」が 4 名、「PC 画面に表示」が 3 名、「封書」が 3 名、「雑

誌広告」が 2 名、「PC メール」が 1 名、「その他」が 3 名（「職場の固定電話に電話がかか

ってきた」、「通信販売」、「クレジットカードのスキミング」）であった。 

この 5 年の消費者被害未遂経験の頻度は、被害経験者の方が被害未経験者に比べて多か

った（χ2(1) = 48.95, p <.001, φ = .35）。相手からの接触方法において、「雑誌広告」を除

いては、被害経験者において統計的に有意に多い接触方法はみられなかった（χ2(1) = 

7.25, p = .007, φ = .31）。 
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表 4 一般消費者（被害経験者・被害未経験者）の各変数の統計量 

     

  

一般消費者全体 被害経験者 被害未経験者
406 17 389

(100.0%) (4.2%) (95.8%)
51.14 59.76 50.76
(21.40) (17.47) (21.50)

男性 女性 男性
(53.7%) (52.9%) (54.0%)
高校卒業 高校卒業 高校卒業
(47.8%) (58.8%) (47.3%)

同居 同居 同居
(83.7%) (88.2%) (83.5%)

毎日1回以上 毎日1回以上 毎日1回以上
(77.6%) (94.1%) (77.9%)
11.61 18.82 11.30

(18.44) (17.00) (18.46)
3.14 3.59 3.12

(1.03) (0.94) (1.03)
3.81 4.12 3.80

(1.63) (1.45) (1.64)
1.61 1.35 1.62
(0.89) (0.93) (0.89)
1.08 1.24 1.08
(0.95) (0.83) (0.96)
1.12 1.53 1.11
(1.10) (1.07) (1.10)
13.37 13.53 13.36
(2.15) (1.94) (2.16)
9.43 9.29 9.43
(3.06) (3.27) (3.05)

情報提供・相談メリット

年齢

性別

最終学歴

居住形態

外出頻度

楽観性バイアス

自己効力感

詐欺脆弱特性3項目合計

　 項目1 (問11a)

　 項目2 (問11b)

　 項目3 (問11d)

情報提供・相談デメリット

年齢、楽観性バイアス、自己効力感、詐欺脆弱特性3項目、情報提供・相談メリット、情報提供・相談
デメリットは平均を掲載している。性別、最終学歴、居住形態、外出頻度は最頻値の選択肢名を掲載し
ている。（　）内は標準偏差もしくはパーセンテージを掲載している。

人数
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被害届提出者・看破者 被害届提出者と看破者における各変数の代表値については、表

5 の通りである。被害届提出者は 43 名（平均年齢 61.21 歳、標準偏差 16.31、最年少 19

歳、最高齢 84 歳、女性 22 名）であった。看破者は 44 名（平均年齢 68.95 歳（不明１

名）、標準偏差 14.81、最年少 26 歳、最高齢 92 歳、女性 23 名）であった。年齢は、被害

届提出者の方が看破者に比べて低かった（F(1, 86) = 5.38, p = .023, η2 = .06）。性別では、

統計的に有意な差はみられなかった（χ2(1) = 0.01, p = .918, φ = .01）。最終学歴では、被

害届提出者の方が看破者に比べて低かった（U = 628, p = .007, r = −.29）。居住形態では、

統計的に有意な差はみられなかった（χ2(1) =1.33, p = .250, φ = .12）。外出頻度では、統

計的に有意な差はみられなかった（U = 858, p = .380, r = −.09）。 

被害届提出者において、この 5 年の消費者被害経験のあった者は 14 名、なかった者は

29 名であった。また、この 5 年の消費者被害未遂経験のあった者は 17 名、なかった者は

24 名、不明は 2 名であった。消費者被害もしくは未遂経験のあった 19 名のうち、被害に

遭った（あるいは遭いそうになった）きっかけとしては、「携帯電話」が 11 名、「固定電

話」が 3 名、「SNS」が 3 名、「PC メール」が 3 名、「WEB サイト」が 3 名、「PC 画面に表

示」が 3 名、「居宅訪問」が 2 名、「ハガキ」が 2 名、「FAX」が 1 名であった。 

看破者において、この 5 年の消費者被害経験のあった者は 0 名、不明は 2 名であった。

この 5 年の消費者被害未遂経験のあった者は 19 名、なかった者は 24 名、不明は 1 名であ

った。消費者被害もしくは未遂経験のあった 19 名のうち、被害に遭った（あるいは遭い

そうになった）きっかけとしては、「携帯電話」が 9 名、「固定電話」が 6 名、「WEB サイ

ト」が 2 名、「PC 画面に表示」が 2 名、「居宅訪問」が 1 名、「封書」が 1 名、「ハガキ」が

1 名、「その他」が 1 名（カニが送りつけられた）、「不明」が 1 名であった。 

この 5 年の詐欺被害経験の頻度は、被害届提出者の方が看破者に比べて多く（χ2(1) = 

16.37, p < .001, φ = .44）、詐欺未遂経験の頻度は統計的に有意な差がみられなかった（χ

2(1) = 0.06, p = .801, φ = .03）。被害に遭った（あるいは遭いそうになった）きっかけにお

いて、「SNS」と「PC メール」は被害届提出者の方が看破者に比べて多い傾向（χ2(1) = 

2.93, p = .087, φ = .28； χ2(1) = 2.93, p = .087, φ = .28）、「固定電話」は看破者の方が被

害届提出者に比べて多い傾向がみられた（χ2(1) = 3.10, p = .078, φ = .29）。 
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表 5 被害届提出者及び看破者の各変数の統計量 

 

被害届提出者 看破者
43 44

(49.4%) (50.6%)
61.21 68.95

(16.31) (14.81)
女性 女性

(51.2%) (52.3%)
高校卒業 高校卒業
(37.2%) (52.3%)

同居 同居
(79%) (66%)

毎日1回以上 毎日1回以上
(69.8%) (59.1%)

9.40 12.12
(19.54) (22.11)

3.14 3.21
(1.28) (1.18)
4.21 3.40

(1.54) (1.79)
1.21 1.28

(1.01) (1.05)
1.60 0.95

(0.93) (0.87)
1.37 1.16

(1.07) (1.21)
12.74 13.45
(2.01) (1.52)
9.95 7.43

(2.73) (3.56)

　項目2 (問11b)

年齢

最終学歴

居住形態

人数

性別

外出頻度

楽観性バイアス

自己効力感

詐欺脆弱特性3項目合計

　項目1 (問11a)

　項目4 (問11d)

情報提供・相談メリット

情報提供・相談デメリット

年齢、楽観性バイアス、自己効力感、詐欺脆弱特性3項目、情報提供・相談メ
リット、情報提供・相談デメリットは平均を掲載している。消費者被害経験、最
終学歴、居住形態、外出頻度は最頻値の選択肢名を掲載している。（　）内は
標準偏差もしくはパーセンテージを掲載している。
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3-2. 消費者被害の被害届提出者の被害状況 

手口、被害状況については、図 1～9 及び表 6～12 の通りである。それぞれの質問項目の

頻度について、問 12a「相手が名乗った身分」では、被害届提出者と看破者で統計的に有意

な差はみられなかった（図 1、表 6）。問 12b「最初の接触方法」では、被害届提出者と看破

者で統計的に有意な差はみられなかった（図 2、表 7）。問 12b-1「固定電話の防犯機能」で

は、被害届提出者と看破者で統計的に有意な差はみられなかった（図 3、表 8）。問 12c「最

初の接触に対しての反応」では、被害届提出者の方が看破者に比べて「メール送信」が多か

った（図 4、表 9）。問 12d「相手からの説明内容」では、被害届提出者と看破者で統計的に

有意な差はみられなかった（図 5、表 10）。問 13a「犯人からの要求に応答した理由」では、

被害届提出者の方が看破者に比べて「自分にとって利益があると思った」と「後に返金され

るという言葉を信用した」が多く、看破者の方が被害届提出者に比べて「とりあえず電話を

した」が多かった（図 6、表 11）。問 13b「犯人の要求に異変を感じたか」では、看破者の方

が被害届提出者に比べて異変を感じていた人数は多かった（χ2(1) = 11.690, p = .001, φ 

= .37）。問 13c「詐欺手口の知識」では、看破者の方が被害届提出者に比べて「知っている」

と回答した人数は多く、詐欺手口の知識の情報源では、被害届提出者の方が看破者に比べて

「防犯講座」と回答した人数が多かった（図 7）。 

 

それぞれの項目ごとの割合は以下の通りである。 

問 12a「相手が名乗った身分」（図 1）については、被害届提出者では「サービス提供業者」

が 32.6%で最も多く、次いで「役所職員」が 14.0%であった。「その他」に回答した 8 名の

詳細は、「インターネットセキュリティ団体」3 名、「実兄」、「老人ホームの入所権を取り扱

う介護施設運営会社」、「出会い系サイト」、「通信事業社サポートセンター」、「不明」であっ

た。看破者では、「その他」が 29.5%で最も多かった。「その他」の詳細は、「米国の IT 関連

有名企業」3 名、「郵便事業所」2 名、「老人ホームの入所権を取り扱う会社及び建築業者」、

「ソフトウエア会社のサポート担当者」、「地震による家屋損害調査（地震損害保険会社）」、

「通信サービス等料金の請求・回収業者」、「PC・インターネットの修理業者」、「芸能人」で

あった。 
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図 1 相手が名乗った身分                表 6 χ2値と効果量（φ） 

 

問 12b「最初の接触方法」（図 2）については、被害届提出者では、「携帯電話・スマート

フォン」が 46.5%で最も多く、次いで「固定電話」が 20.9%であり、電話での接触方法が被

害者の約 67%を占めていた。看破者では、「携帯電話・スマートフォン（SMS・電子メール

含む）」が 36.4%で最も多く、次いで「固定電話」が 31.8%であり、電話での接触方法が看破

者の約 68.2%を占めていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 2 最初の接触方法                 表 7 χ2値と効果量（φ） 

 

問 12b-1「固定電話の防犯機能」（図 3）については、問 12b で「固定電話」と回答した者

のうち、被害届提出者では、「留守番電話機能利用者」が 22.2%であり、いつも留守番機能

を設定しているかは不明であった。看破者では、「留守番電話機能利用者」が 57.1%であり、

8 名のうち、3 名は「いつも留守番機能を設定」しており、2 名は「必要に応じて留守番機

32.6

14.0

11.6

4.7

9.3

9.3

9.3

2.3

2.3

2.3

18.6

11.6

25.0

9.1

6.8

2.3

15.9

4.5

2.3

2.3

2.3

2.3

29.5

2.3

0 5 10 15 20 25 30 35

サービス提供業者
役所職員
警察職員

訪問販売業者
通信販売業者
金融機関職員

SNSなどで知り合った個人・知人
債権回収業者
投資関連企業

ネットオークション
その他

不明

被害届提出者 看破者
[%] 

46.5

20.9

9.3

2.3

2.3

2.3

2.3

0

0

0

14.0

36.4

31.8

15.9

4.5

0

0

0

2.3

2.3

2.3

4.7

0 10 20 30 40 50

携帯電話・スマートフォン
固定電話

PC画面に表示
SNS

居宅訪問
FAX

PCメール
WEBサイト

封書
その他

不明

被害届提出者 看破者 [%] 

χ 2値 効果量（φ）

0.508 .08
p  = .476

0.453 .07
p  = .501

0.551 .08
p  = .458

0.345 .06
p  = .557

0.938 .11
p  = .333

0.717 .09
p  = .397

1.911 .15
p  = .167

0.001 .001
p  = .987

0.001 .001
p  = .987

0.001 .001
p  = .987

ー ー

　  不明 ー ー

　　その他

　　債権回収業者

　　投資関連企業

　　役所職員

　　金融機関職員

　　警察職員

　　SNSなどで知り合った個人・知人

　　訪問販売業者

　　通信販売業者

　　サービス提供業者

　　ネットオークション

χ 2値 効果量（φ）

0.923 .11
p  = .337

1.326 .13
p  = .250

0.859 .10
p  = .354

0.322 .06
p  = .570

1.035 .11
p  = .309

1.036 .11
p = .309

1.035 .11
p = .309

0.989 .11
p  = .320

0.989 .11
p  = .320

　　不明 ー ー

　　WEBサイト

　　PC画面に表示

　　封書

　　その他 ー ー

　　居宅訪問

　　固定電話

　　携帯電話・スマートフォン
　　　（SNS・電子メール含む）

　　FAX

　　SNS

　　PCメール



19 
 

能を設定」しており、3 名は「不明」であった。なお、問 12b-2「電話に応答した理由」に

ついては、被害届提出者では 1 名は不明であり、看破者では 3 名は不明であったが、2 名は

「留守番電話機能を設定しなかった」、2 名は「電話の近くにいた」、1 名は「姉がすでに通

話していた」と回答していた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 固定電話の防犯機能               表 8 χ2値と効果量（φ） 

 

問 12c「相手からの接触に対しての反応」（図 4）についても被害届提出者では「電話応答」

が 39.5%で最も多く、次いで「メール送信」が 27.9%であった。「その他」に回答した 4 名

の詳細は、「支払い表示のメールに従った」、「URL にアクセスした」、「消費生活センターに

相談した」、「電話に出るのを拒否した」であった。看破者でも同様に「電話応答」が 38.6%

で最も多く、次いで「電話折返」が 27.3%であった。その他に回答した 7 名の詳細は、「警

察に相談した」3 名、「何もしていない」2 名、「携帯通信事業社の店舗に確認しに行った」、

「SMS の URL をクリックした」であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 相手からの接触に対しての対応              表 9 χ2値と効果量（φ） 
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問 12d「相手からの説明内容」（図 5）については、被害届提出者では、「未納料金」が 20.9%

で最も多く、次いで「権利獲得」（詳細は、「高額当選」7 名、「不明」1 名）が 18.6%であっ

た。なお、「トラブル発生」に回答した 4 名の詳細は、「カード不正利用被害」2 名、「個人

情報流出」、「不明」であった。「商品購入」に回答した 2 名とも商品の詳細は不明であり、

「役務利用」に回答した 1 名の詳細は、「開運関連（占いサイトの利用）」であった。また、

「その他」に回答した 3 名の詳細は、「キャッシュカード詐欺盗」、「金融商品」、「不明」で

あった。看破者では、「未納料金」が 29.5%で最も多く、次いで「権利獲得」（詳細は、「高

額当選」3 名、「老人ホームの入居権関連」が 2 名、「異性紹介」、「不明」）及び「PC ウイル

ス感染」が 15.9%であった。なお、「トラブル発生」に回答していた 3 名の詳細は、「個人情

報流出被害」、「カード不正利用被害」、「不明」であった。「商品購入」に回答した 1 名の詳

細は、「衣類」であり、「役務利用」に回答した 1 名の詳細は、「電気式給湯器の取替え」で

あった。また、「その他」に回答した 1 名の詳細は、「地震による家屋損壊調査」であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5 相手からの説明                表 10 χ2値と効果量（φ） 

 

問 12e「支払い合計回数」については、被害届提出者では「1 回」が 39.5%で最も多く、

範囲は 0-84 回（なお 0 回はキャッシュカード詐欺盗の被害者）であった。 

問 12f「最初の犯人接触から支払までの期間」については、被害届提出者では「30 分〜1

時間」が 37.2%で最も多く、「その他」に回答した 14 名の詳細は、「4〜5 時間後」2 名、「1

日後」1 名、「2 日後」1 名、「3 日後」2 名、「5 日後」1 名、「8 日後」1 名、「2〜3 週間後」

1 名、「30 日後」1 名、「不明」が 4 名であった。 

 

問 13a「犯人からの要求に応答した理由」（図 6）については、被害届提出者では「困りご

とを解決しなければと思った」が 44.2%で最も多く、次いで「後に返金されるという言葉を

信用した（キャッシュカード含む）」が 34.9%、「相手の身分を信用した」が 32.6%であった。
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看破者は要求に応じていないと想定し回答不要の設問であったが、水際で第三者から看破

される事例もあることから回答があった内容について記載する。「とりあえず電話をした」

が 22.7%で最も多く、次いで「困りごとを解決しなければと思った」が 20.5%であった。「そ

の他」に回答した 7 名の詳細は、「かかってきた電話に応答したものの犯人の要求には応じ

なかった」3 名、「コンビニや警察に確認した」が 2 名、「個人情報を守るという言葉を信用

した」、「スマホの対策アプリが起動した」であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 6 犯人からの要求に反応した理由             表 11 χ2値と効果量（φ） 

 

問 13b「犯人の要求に異変を感じたか」については、被害届提出者では、「感じた」が 39.5%

であった。その詳細は、「毎回同じ高額当選の連絡があるにもかかわらず、繰り返し金銭（電

子マネーの購入 2 名も含む）を要求されたから」6 名、「男女の仲が進展しないから」、「同

一携帯電話会社で複数台の携帯電話契約を指示され、さらに別の携帯電話会社で携帯電話

契約を指示されたから」、「警察がこんなことをするのかと思った」、「送り先住所から心当た

りなしで返送されたから」、「一方的に急かされた」、「異変を感じたが少額の還付金だった」、

「プリペイドカードのシリアル番号が間違っていると言われたから」、「サービスの利用に

心当たりがなかったから」、「支払いをしなければ大変になると思った」、「不明」3 名であっ

た。 

看破者では、「感じた」が 63.6%であった。その詳細は、「話の内容が難しくてよく分から

なかった」2 名、「（会話の内容が）ありえない（と思ったから）」、「突然、銀行口座を聞いて

くるのは詐欺だと思った」、「申出の内容に矛盾があったから」、「要求金額が万単位だったか

ら」、「全く身に覚えのない料金請求だったから」、「ワンクリックで会員登録されるのは詐欺

だと思った」、「はっきりした要求がなかった」、「前に何回も同じような電話がかかってきて

いたから」、「PC を遠隔操作する指示が多かった」、「申請を代行するので成功報酬をくれと

いう申出に違和感があった」、「本日中の支払いで大金を電話で要求された」、「相手が外国人

だった」、「コンビニの店員さんに止められた時」、「コンビニエンスストアを指定してきた」、

「スマートフォンにインストールしている詐欺対策アプリが作動した」、「銀行でシステム
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エラーと言われた」、「西暦で言われて和暦を質問すると説明できず不審だった」、「古いタイ

プのキャッシュカードは使えないと言われ、配偶者名義の口座有無や残高を聞かれたこと

で変だと感じた」、「電力会社職員から商品の購入期間を聞かれたがデータで管理している

はずなので不審に感じたから」、「（相手の要求に）今行くの？と思った」、「身に覚えのない

ことを言われたから」、「言葉使い」、「金銭の支払いの要求があったため」、「犯人が未納だと

言った契約が身に覚えのないものだった」、「相手の話し方や、役所職員なのに市長の名前を

知らなかった」が挙げられた。 

問 13c「詐欺手口の知識」については、被害届提出者では、25.6%が知っていたものの「人

に説明できる程度知っていた」人は 4.7%であった。「詐欺の手口をどこで知ったか」という

問については、「新聞」が最も多く 63.6%であり、次いで「テレビのニュース」54.5%だった

（図 7）。看破者では、44.2%が知っていたものの、「人に説明できる程度」知っていた人は

18.2%であった。「詐欺の手口をどこで知ったか」という問については、「新聞」が最も多く

57.9%であり、次いで「テレビのニュース」及び「その他」が 26.3%だった。「その他」に回

答した 5 名の詳細は、「防災無線」2 名、「県消費生活センターに相談したことがあるため」、

「今までに何回か似たような電話がかかってきていたため」、「ネットニュース」であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図 7 詐欺の手口をどこで知ったか              表 11 χ2値と効果量（φ） 

 

看破者における問 14a「詐欺を見破った理由」は、図 8 の通りである。「常識的に考えて

ありえなかった」が 31.8%で最も多く、次いで「身に覚えのない話だった」が 29.5%であっ

た。「その他」に回答した 6 名の詳細は、「コンビニエンスストアの店員（店長）が声をかけ

てくれた」2 名、「SMS に記載されていた企業名に誤字があった」、「説明内容（西暦と和暦）

に誤りがあった」、「過去に遭遇した経験があった」、「途中で相手が無言になる等不審点が多

かった」であった。 

問 14b「詐欺を見破った人物」では、「回答者自身」が 61.4%で最も多く、次いで「コンビ

ニ店員」が 18.2%で、回答者自身以外の者が 38.6%を占めていた（図 9）。「家族」と回答し
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福祉関係者
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看破者

た者のうち、「同居家族」は 3 名、「別居家族」は 4 名であった。「その他」と回答した 1 名

は「職場の同僚」であった。「回答者自身」と回答したもののうち 1 名が「同居家族」、3 名

が「別居家族」、2 名が「警察」と回答が重複していた。このことから、回答者単独で詐欺を

見破った割合は、看破者の 47.8%であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図 8 詐欺を見破った理由         図 9 詐欺を見破った人物 

 

 

3-3. 被害届提出者の情報提供・相談の認知 

 消費者被害の被害届提出者と看破者の情報提供・相談のメリットの合計得点と情報提

供・相談のデメリットの合計得点は、表 5の通りである。被害届提出者と看破者の情報提

供・相談の認知に差があるのかを検討するため、被害届提出者と看破者を独立変数、情報

提供・相談のメリットの合計得点と情報提供・相談のデメリットの合計得点を従属変数に

した一元配置分散分析を行った。その結果、情報提供・相談のメリットの合計得点では、

消費者被害届提出者の方が看破者に比べて合計得点が低い傾向がみられた（F(1, 86) = 3.47, 

p = .066, η2 = .04）。情報提供・相談のデメリットの合計得点では、消費者被害届提出者の

方が看破者に比べて合計得点が高かった（F(1, 86) = 14.51, p < .001, η2 = .15）。 

  被害未経験者と被害経験者の情報提供・相談のメリットの合計得点と情報提供・相談の

デメリットの合計得点は、表 4 の通りである。被害未経験者と被害経験者を独立変数、情

報提供・相談のメリットの合計得点と情報提供・相談のデメリットの合計得点を従属変数

にした一元配置分散分析を行った結果、情報提供・相談のメリットの合計得点、情報提

供・相談のデメリットの合計得点ともに統計的な有意差はみられなかった（F(1, 405) = 

0.10, p = .751, η2 = .001；F(1, 405) = 0.03, p = .861, η2 = .001）。 
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3-4. 被害届提出者の心理・行動特性 
詐欺脆弱特性 消費者被害の被害届提出者と看破者の詐欺脆弱特性は、表 5 の通りであ

る。被害届提出者と看破者の詐欺脆弱特性に差があるのかを検討するため、被害届提出者と

看破者を独立変数、詐欺脆弱特性 3 項目の合計得点を従属変数にした一元配置分散分析を

行った。その結果、被害届提出者の方が看破者に比べて詐欺脆弱特性が高かった（F(1, 85) 

= 4.85, p = .030, η2 = .06）。なお、被害未経験者と被害経験者を独立変数、詐欺脆弱特性 3

項目の合計得点を従属変数にした一元配置分散分析を行った結果、統計的な有意差はみら

れなかった（F(1, 405) = 0.64, p = .425 η2 = .001）。被害未経験者と被害経験者の詐欺脆弱特

性は、表 4 の通りである。 

楽観性バイアス 消費者被害の被害届提出者と看破者の楽観性バイアスは、表 5 の通り

である。被害届提出者と看破者の楽観性バイアスに差があるのかを検討するため、被害届提

出者と看破者を独立変数、楽観性バイアスを従属変数にした一元配置分散分析を行った。そ

の結果、楽観性バイアスに統計的有意差はみられなかった（F(1, 84) = 0.36, p = .551, η2 

= .001）。なお、被害未経験者と被害経験者を独立変数、楽観性バイアスを従属変数にした一

元配置分散分析を行った結果、被害経験者の方が被害未経験者に比べて高い傾向がみられ

た（F(1, 405) = 2.75, p = .098 η2 = .01）。被害未経験者と被害経験者の楽観性バイアスは、表

4 の通りである。 

自己効力感 消費者被害の被害届提出者と看破者の自己効力感は、表 5の通りである。被

害届提出者と看破者の自己効力感に差があるのかを検討するため、被害届提出者と看破者

を独立変数、自己効力感を従属変数にした一元配置分散分析を行った。その結果、自己効力

感に統計的有意差はみられなかった（F(1, 83) = 0.07, p = .791, η2 = .001）。なお、被害未経

験者と被害経験者を独立変数、自己効力感を従属変数にした一元配置分散分析を行った結

果、被害経験者の方が被害未経験者に比べて高い傾向がみられた（F(1, 405) = 3.53, p = .061 

η2 = .01）。被害未経験者と被害経験者の自己効力感は、表 4 の通りである。 

 
4. 考察 

4-1. 調査回答者の属性 

 年齢は、被害経験者の方が被害未経験者に比べて高い傾向がみられ、被害届提出者の方

が看破者に比べて低かった。日本の特殊詐欺の被害者の約 88%が高齢者であるが（警察

庁、2022）、本調査では特殊詐欺に限らず消費者トラブルも含めていたため、被害届提出

者の方が看破者に比べて年齢が低かったと考えられる。一方、被害未経験者に免許交付を

受ける若者が多く含まれていたため被害未経験者の平均年齢が下がり、被害経験者の方が

被害未経験者に比べて年齢が高い傾向がみられたと考えられる。 

最終学歴では、被害届提出者の方が看破者に比べて低かった。米国の先行研究では、高

学歴の方が投資などの金融取引を行う機会が多く、詐欺に遭いやすいといった報告

（Lichtenberg et al., 2016）もある。本研究の被害内容には融資保証金があるものの、投資
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といった金融取引は含まれておらず、最終学歴が低い方が消費者被害に遭いやすいといっ

た関係性は、消費者被害の内容によって変わる可能性がある。 

外出頻度では、被害経験者の方が被害未経験者に比べて多い傾向がみられた。既報（上

野ら、2022 や Ueno et al. (2021, 2022)）では、被害経験者や被害届提出者もしくは詐欺脆弱

特性の高い人ほど外出頻度が少ないことが報告されている。本研究の被害経験者 17 名と

サンプルが少なく、そのうち 16 名が毎日 1 回以上外出しており、回答に偏りがみられた

ためだと考えられる。 

性別では、被害未経験者と被害経験者、被害届提出者と看破者のそれぞれで統計的な有

意差はみられなかった。既報（上野ら、2022）でも被害未経験者と被害経験者の人数に性

差は見られなかったものの、インターネットを用いた全国調査（Kadoya et al., 2021）で

は、男性の方が架空請求詐欺の被害経験が多い傾向がみられた。また、警察庁（2022）の

被害認知件数や京都府で調査を行った Ueno et al.（2022）の被害届提出者では女性の方が

多かった。このように地域によって被害経験者や被害届提出者に性差があり、徳島県では

男性の被害届提出が全国や京都府よりも多い傾向があった。居住形態では、被害未経験者

と被害経験者、被害届提出者と看破者のそれぞれで統計的な有意差はみられなかった。既

報（上野ら、2022）では、居住形態によって被害未経験者と被害経験者の人数には統計的

に有意な差は見られなかったものの、 Kadoya et al.（2021）では、同居の方が架空請求詐

欺、融資保証金詐欺、還付金詐欺といった手口の被害経験が多い傾向がみられた。一方、

Ueno et al.（2022）の被害届提出者では独居の方が多かった。地域や年齢によって居住形態

も変化することも考えられ、徳島県では被害届提出者の同居率が京都府よりも高い能性が

ある。 

 過去 5 年間の消費者被害未遂の経験については、被害経験者の方が被害未経験者に比べ

て多かった。一方で、被害届提出者と看破者とでは有意な差がみられなかった。このこと

は、被害経験者の方が被害未経験者に比べて未遂経験が多いものの、被害届提出者が看破

者に比べて犯人との接触機会が多い訳ではなく、看破者も被害届提出者と同等に犯人と接

触する機会があるということを示している。ただし、過去の経験のうち犯人が最初に接触

してきた手法は、被害経験者では雑誌などの掲載広告が多く、被害届提出者では SNS や

PC メールによる接触が多く、看破者では固定電話による接触が多いという特徴が明らかに

なった。固定電話の方が防犯機能の種類も多く、防犯機能付き電話の設置に関する啓発も

されている。一方で、雑誌を見て自ら連絡を取る場合や SNS や PC メールには固定電話の

ような防犯機能はあまり周知されておらず、被害経験者や被害届提出者に多くみられた可

能性がある。このように、自ら連絡を取る場合や SNS や PC メールで犯人と接触する機会

を減らす防犯対策や防犯機能の充実や啓発が必要であると考えられる。 
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4-2. 被害届提出者の被害状況 

消費者被害の被害届提出者と看破者において、被害届の提出や相談があった被害内容に

関する問 12、問 13、問 14 を比較したところ、問 12a「相手が名乗った身分」、問 12b「最

初の接触方法」、問 12b-1「固定電話の防犯機能」、問 12d「相手からの説明内容」では統

計的な有意差はみられなかった。また、問 12c「最初の接触に対しての反応」では、被害

届提出者の方が看破者に比べてメール送信が多く、問 13a「犯人からの要求に応答した理

由」では、被害届提出者の方が看破者に比べて「自分にとって利益があると思った」及び

「後に返金されるという言葉を信用した」が多かった。これらの結果から、相手が名乗っ

た身分、最初の接触方法や説明内容、固定電話の防犯機能設置の有無は、被害届提出者と

看破者で統計的有意に異なるということはなく、被害届提出者では、一時的に支払いをす

ることも含めて自分にとって利益がある誘いについて、自分以外が介在しにくいメールで

の対応が多いことが明らかになった。 

 看破者は被害届提出者に比べて、問 12c「最初の接触に対しての反応」としてとりあえ

ず電話したことが多く、問 13b「犯人の要求に異変を感じたか」に、「はい」と回答する

割合が高かった。これらの結果から、異変を感じながらもとりあえず電話で応答する傾向

が明らかになった。問 12b-1「固定電話の防犯機能」では統計的な有意差は見られなかっ

たが、看破者の方が被害届提出者に比べて防犯機能を利用している割合が多いため、防犯

機能を頼りにして異変を感じながらもとりあえず電話で応答する割合が多かった可能性も

考えられる。 

問 13c「詐欺手口の知識」では、看破者の方が被害届提出者に比べて知っている人数は

多いものの、看破者で特徴的な情報源はなく、被害届提出者の方が看破者に比べて防犯講

座と回答する人数が多かった。警察庁（2018）によるオレオレ詐欺の被害届提出者と看破

者を対象にした調査では、還付金等詐欺や架空請求詐欺といった特定の手口に関する知識

は看破者の方が多い傾向があるが、実際被害に遭った手口（オレオレ詐欺）については被

害届提出者も看破者も同等に約 97%が知っていると回答していた。今回の消費者被害も含

めた調査では、看破者の方が手口の知識を知っている人数が多かったものの、手口によっ

ては知識に偏りがあり、一概に知識があれば被害に遭いにくいとは言い切れない。また、

手口の知識に対する回答は認知的不協和を解消するため実際の知識の有無とは逆の回答を

した可能性もある。認知的不協和とは、自己と自己をとりまく環境に関する認知に生ずる

矛盾や食い違いである（Festinger, 1957）。そして、認知的不協和が生じると不快なため、

その不快を解消させるため認知の一方を変化させる。つまり、一般的に手口を知っている

と被害に遭いにくいという認識があり、被害届提出者はその手口を知っていたとしても、

一般的な認識と自分が被害に遭ってしまった事実に認知的不協和が生じて、手口を知らな

かったと回答している可能性も考えられる。一方、看破者は、その手口を知らなかったと

しても、一般的な認識と自分が被害に遭う前に相談した事実に認知的不協和が生じて、手

口を知っていたと回答している可能性も考えられる。 
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看破者が詐欺を見破った特徴を明らかにするため、問 14a「詐欺を見破った理由」と問

14b「詐欺を見破った人物」の調査を行った。問 14a「詐欺を見破った理由」では、「常識

的に考えてありえなかった」や「身に覚えのない話だった」やその他の回答として、企業

名や説明内容に誤りや相手の不審な挙動に気づくといった傾向があった。このことから看

破者が詐欺を見破った理由として、説明内容の不自然さや違和感に気づきやすい傾向があ

ることが明らかになった。問 14b「詐欺を見破った人物」では自分自身に次いで、コンビ

ニエンスストアの店員が多かった。また、回答者単独で詐欺を見破った割合は、看破者の

50%以下であった。このことから、消費者被害を自分だけで見破るのは難しく、家族や地

域での見守りが必要不可欠である。特に、問 14a「詐欺を見破った理由」のその他にも 2

名「コンビニエンスストアの店員（店長）が声をかけてくれた」と回答していたように、

コンビニエンスストアでの水際対策は効果が高いと考えられる。コンビニエンスストア

は、プリペイドカード、ATM など犯人が金銭のやり取りに要求する手段を提供しているた

め、コンビニエンスストアでの被害予防活動や店員向けの対応啓発の促進が必要である。 

 

4-3.被害届提出者の情報提供・相談の認知 

 情報提供・相談のメリットは、消費者被害の被害届提出者の方が看破者に比べて低い傾

向がみられ、情報提供・相談のデメリットは、被害届提出者の方が看破者に比べて高かっ

た。被害未経験者と被害経験者では統計的に有意な差はみられなかった。特殊詐欺は、受

け子（犯人グループのうち直接現金やキャッシュカードを受け取りに行く係）が効率良く

回収するため、一定期間に特定の地域で多発する。また、消費者被害の内容も流行があ

り、時期によって増減を繰り返している。よって、未遂経験や被害経験を警察や消費生活

センターに情報提供や相談することは、その地域の被害拡大を防ぐことにつながる。本調

査の結果から、看破者からの情報提供・相談に至った動機にメリットを多く認識している

というよりは、デメリットを少なく認識しているということが明らかになった。よって、

未遂経験や被害経験の情報提供や相談を促進するには、相談する際の手間がかかるという

認識やためらいを改めるため消費者ホットライン（188）を周知し連絡先を調べる手間を

省くことや相談をためらわず気軽に相談しても良いという雰囲気を醸成し、デメリットが

少ないことを強調するような広報が効果的であると考えられる。 

被害届提出者において情報提供・相談のデメリットの認知が高かった理由には、被害届

を提出した影響も考えられる。被害届を提出する過程で被害状況を回想し、その状況を警

察官に聞き取りされたことが「事情を聞かれて、面倒なことになる」といったデメリット

の認識を促した可能性がある。被害による心理的影響を軽減するのは様々な課題がある

が、消費者被害の情報提供・相談のデメリットを少しでも軽減するため、情報提供や相談

する際に警察や消費生活センターではどのようなことを聞かれるのかを広報し、消費者が

未遂経験や被害を相談する際に控えておくべき情報や心構えを準備するような消費者教育

が必要である。 
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ただし、本調査の情報提供・相談の認知は（讃井ら、2020）を参考にしたため、それぞ

れ 3項目のみの質問内容であった。よって、情報提供や相談、被害届を提出するデメリッ

トについてさらに深掘りをし、デメリットの認識が軽減されるような対策が必要である。 

 

4-4. 被害届提出者の心理・行動的特性 

  詐欺脆弱特性は、消費者被害の被害届提出者の方が看破者に比べて高かったが、被害未

経験者と被害経験者では統計的に有意な差はみられなかった。詐欺脆弱特性尺度 9 項目の

合計を用いて被害届提出者と被害未経験者を対象とした Ueno et al.(2022)では、統計的に有

意差がみられなかった。本調査や Ueno et al.(2022)のように被害経験後の時点で実施された

横断調査では、被害経験によって対策を講じる等により詐欺脆弱特性が変化する可能性が

ある。本研究では、被害未経験者よりもさらに詐欺脆弱特性が低いと想定される看破者と

の比較であったため、被害届提出者の方が看破者に比べて高く、詐欺脆弱特性尺度の妥当

性が確認された。一方で被害経験者と被害未経験者では詐欺脆弱特性に統計的な有意差が

みられず、被害未経験者との比較において詐欺脆弱特性尺度の妥当性には留意する必要が

ある。 

楽観性バイアスと自己効力感は、消費者被害の被害届提出者と看破者では統計的に有意

な差はみられなかったが、被害経験者の方が被害未経験者に比べて高い傾向がみられた。

楽観性バイアスと自己効力感が、被害経験者の方が被害未経験者に比べて高かったことは

既報（上野ら、2022）でも同様の結果が得られていた。被害届提出者が看破者に比べて楽

観性バイアスと自己効力感が高くなかった理由として、被害届を提出した経験の影響が考

えられる。楽観性バイアスは、高齢者においてより修正が難しいことが報告されている

（Chowdhury et al., 2014）にもかかわらず、被害届提出者が看破者に比べて楽観性バイアス

に違いがなかったのは、警察署で被害状況を聴取され被害の状況や深刻さの影響が大き

く、楽観性バイアスと自己効力感が低下したと考えられる。 

本プロジェクトは、特殊詐欺等の消費者被害予防の対策を、消費者被害の状況、情報提

供・相談の認知、消費者被害に関連する心理・行動特性といった観点から検討を行う目的

で実施された。警察や消費者行政による啓発や教育が消費者被害防止に貢献する可能性は

あるが、その効果は不明である（Mears et al., 2016）。Mears et al.(2016)は、消費者

被害防止教育の取組は教育を受けた高齢者がより効果的に家計を管理し、インターネット

やネットショッピングを慎重に利用することに効果はあるが、詐欺脆弱特性が高いからと

いって自ら情報や支援を求めることにはつながらないことを報告している。つまり、詐欺

脆弱特性をチェックする啓発活動が行われ始めているが（京都府警察本部、2022）、詐欺

脆弱特性が高いことを伝えるだけでは具体的な対策にはつながらないと考えられる。ま

た、McKenna et al. (2020)は、特殊詐欺等の消費者被害防止の観点からは、被害に遭わ

ないという自信を変容させるのではなく、詐欺は誰にでも起こりうるという危機意識を持

ち、詐欺の手口に関する知識を広め、自分だけで判断することを避け、消費者被害に遭わ



29 
 

ないという自信の根拠を得る対策を講じることが必要であると提案している。本調査の結

果からも、被害届提出者は看破者と比較して、統計的に有意ではなかったものの固定電話

の防犯機能がない者が多い傾向があり、自分以外が介在しにくいメールで対応している者

が多く、手口を知っている者が少ないにもかかわらず、自分は詐欺に遭わない自信が高い

といった詐欺脆弱特性が高いことが明らかになった。本研究では、看破者に多くみられた

固定電話の防犯機能設置と詐欺脆弱特性の低さとの因果関係は不明であるが、具体的な対

策を取ることにより詐欺脆弱特性に関する心理・行動特性が修正される可能性もある。つ

まり、消費者被害による影響があるものの、消費者被害に関連する心理・行動特性を変容

することは難しいため、詐欺脆弱特性が高いことを伝えるだけではなく、詐欺脆弱特性が

高い人たちに優先的に固定電話の防犯機能を設置し、自分だけで応対しないような環境づ

くりと犯人と思われる相手と接触した時の対処方法を身につけて詐欺被害に遭わないとい

う自信の根拠を提供する必要がある。さらに、詐欺の特殊性は電話のみならず SNSやメー

ルなどにも広がっており、インターネット空間での詐欺対策も進めていく必要がある。 

 

4-5. まとめ 

  本プロジェクトでは、特殊詐欺等の消費者被害防止の施策を後押しする資料として、

消費者被害の被害届提出者、被害経験者、看破者、被害未経験者に分けて、消費者被害状

況、情報提供・相談の認知、消費者被害に関連する心理・行動特性について調査を行っ

た。本調査では、被害届提出者と被害経験者を明確に区別することができなかったため、

消費者被害に遭ってから警察や消費生活センターに通報や相談を行った者とそうしなかっ

た者との差異について分析はできなかった。そのような被害経験後の対応と被害状況や心

理・行動特性との関連性については今後検討の余地がある。 

本研究の結果からは以下の興味深い知見が得られた。相手が名乗る身分、最初の接触方

法、相手からの説明内容については、被害届提出者と看破者で統計的に有意な違いはみら

れなかった。ただし、被害届提出者は犯人からの要求に対してとりあえず電話に応答した

割合が多い傾向があるものの、看破者と比較して、固定電話の防犯機能を利用する割合が

少なく、最初の接触に対してメールを送信している割合が多かった。また、犯人からの要

求に応答した理由としては、被害届提出者は看破者と比較して、自分にとって利益がある

ことや後に返金されるといった利益追求の動機づけが強い傾向があった。さらに、被害届

提出者は看破者と比較して、被害届提出者自身が被害に遭った理由を説明するため手口を

知らなかったと回答している可能性も考えられるが、詐欺の手口を知らないという回答が

多くみられた。さらに、被害届を提出した後も看破者と比較して詐欺脆弱特性は高く、消

費者被害を経験したからといって犯人を看破できるほど詐欺脆弱特性が低くなりにくいこ

とも明らかになった。また、情報提供・相談のデメリットは、被害に遭ったことによる影

響もあるが、被害届提出者の方が看破者よりも高いことが明らかになった。 
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今後の消費者被害防止の対策として、詐欺脆弱特性に関する心理・行動特性の修正より

も犯人と接触しない環境整備が急務である。具体的には、犯人が接触してきた時を想定し

て、固定電話の防犯機能の周知と設置を徹底するとともに、メール等自分と相手以外の人

物以外が介在しにくい連絡手段で見知らぬ人と接触することを避けることを周知する必要

がある。さらに、利益が得られそうな誘いに接触した時を想定して、誘いの断り方や第三

者に相談する際の具体的な方法を練習する機会を提供し、接触しても咄嗟に対応できるよ

うになることが必要である。また、看破者の特徴からコンビニエンスストアでの水際対策

の促進は効果が高そうである。さらに、手間なく、ためらいなく、面倒なく、未遂経験や

被害経験の情報提供や相談を促進するため、消費者ホットライン（188）を周知し連絡先

を調べる手間を省くことや相談を気軽に相談しても良いという雰囲気を醸成し、警察や消

費生活センターではどのようなことを聞かれるのかを広報し、消費者が未遂経験や被害を

相談する際に控えておくべき情報や心構えを準備するような消費者教育が必要である。 
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